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中
央
省
庁
等
改
革
の
理
念
、

目
的

近
年
の
少
子
・
高
齢
化
、
国
際
化
、

高
度
情
報
化
な
ど
の
急
速
な
進
展
に
よ

り
、
我
が
国
の
経
済
社
会
が
大
き
く
変

化
し
て
い
る
中
で
、
国
民
生
活
に
と
っ

て
重
要
な
課
題
や
内
外
の
諸
情
勢
に
行

政
が
機
敏
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
、

よ
り
強
く
求
め
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

中
央
省
庁
等
改
革
は
、
こ
の
よ
う
な

要
請
に
こ
た
え
、
二
十
一
世
紀
の
我
が

国
に
ふ
さ
わ
し
い
行
政
シ
ス
テ
ム
を
構

築
す
る
た
め
、
行
政
に
お
け
る
政
治
主

導
を
確
立
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
よ
り
発
揮
で
き
る
よ
う

に
し
、
戦
後
約
五
十
年
間
、
大
き
く
変

わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
国
の
行
政
組
織

を
抜
本
的
に
見
直
し
、
中
央
省
庁
を
大

括く
く

り
に
再
編
成
す
る
も
の
で
す
。

こ
れ
と
同
時
に
、
開
か
れ
た
透
明
な

政
府
の
実
現
を
目
指
す
と
と
も
に
、
大

胆
な
事
務
・
事
業
の
見
直
し
に
よ
る
行

政
の
ス
リ
ム
化
・
効
率
化
を
行
い
ま

す
。こ

れ
ら
中
央
省
庁
等
改
革
は
、
明
治

維
新
、
戦
後
改
革
に
並
ぶ
第
三
の
改
革

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
す
。

中
央
省
庁
等
改
革
の
経
緯

今
回
の
中
央
省
庁
等
改
革
は
、
第
二

次
橋
本
内
閣
に
お
い
て
、
総
理
の
直
属

機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
行
政
改
革
会

議
が
、
お
よ
そ
一
年
に
わ
た
る
議
論
の
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施策
の
紹介

中
央
省
庁
等
改
革
の
趣
旨
・
経
緯

中
央
省
庁
等
改
革
に
つ
い
て
議
論
が
始
め
ら
れ
た
の
は
、

今
か
ら
四
年
前
の
第
二
次
橋
本
内
閣
に
お
け
る
行
政
改
革
会
議
に
お
い
て
で
し
た
。

以
下
、
中
央
省
庁
改
革
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
、

ま
た
実
現
に
至
る
ま
で
の
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
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結
果
、
平
成
九
年
十
二
月
に
取
り
ま
と

め
た
「
最
終
報
告
」
の
内
容
を
実
現
す

る
も
の
で
す
。

同
報
告
は
、「
こ
の
国
の
か
た
ち
」

の
再
構
築
を
図
る
た
め
、
よ
り
自
由
か

つ
公
正
な
社
会
を
形
成
す
る
に
ふ
さ
わ

し
い
二
十
一
世
紀
型
行
政
へ
転
換
す
る

こ
と
を
基
本
理
念
と
し
、
内
閣
機
能
の

強
化
、
新
た
な
中
央
省
庁
の
在
り
方
、

行
政
機
能
の
減
量
・
効
率
化
、
公
務
員

制
度
の
改
革
な
ど
の
広
範
な
改
革
内
容

を
提
言
し
て
い
ま
す
。

政
府
は
、
同
報
告
で
示
さ
れ
た
諸
改

革
を
網
羅
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る

た
め
、
改
革
の
基
本
方
針
、
講
ず
べ
き

施
策
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
「
中
央
省

庁
等
改
革
基
本
法
」
を
平
成
十
年
二
月

に
国
会
に
提
出
し
、
同
法
案
は
六
月
に

成
立
し
ま
し
た
。

小
渕
内
閣
に
お
い
て
も
引
き
続
き
、

中
央
省
庁
等
改
革
を
内
閣
の
最
重
要
課

題
の
一
つ
と
位
置
づ
け
、
政
府
を
挙
げ

て
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
の
具
体
化

に
鋭
意
取
り
組
み
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

平
成
十
一
年
四
月
に
は
、
内
閣
機
能
の

強
化
、
一
府
十
二
省
庁
体
制
へ
の
大
括

り
再
編
成
、
独
立
行
政
法
人
制
度
の
創

設
等
を
内
容
と
す
る
中
央
省
庁
等
改
革

関
連
法
案
を
国
会
に
提
出
す
る
と
と
も

に
、
行
政
の
減
量
・
効
率
化
、
審
議
会

の
整
理
合
理
化
等
を
定
め
た
「
中
央
省

庁
等
改
革
の
推
進
に
関
す
る
方
針
」
を

決
定
し
ま
し
た
。

同
法
案
は
、
同
年
七
月
に
成
立
し
ま

し
た
。

ま
た
、
同
年
十
二
月
に
は
、
個
々
の

独
立
行
政
法
人
を
設
立
す
る
た
め
の
法

律
な
ど
省
庁
改
革
施
行
関
連
法
が
制
定

さ
れ
ま
し
た
。

平
成
十
二
年
四
月
に
発
足
し
た
森
内

閣
に
お
い
て
も
、
中
央
省
庁
等
改
革
を

内
閣
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
位
置
づ

け
、
新
体
制
へ
の
円
滑
な
移
行
に
向
け

て
、
各
府
省
の
内
部
組
織
な
ど
を
定
め

る
関
係
政
省
令
の
制
定
や
、
新
た
な
政

策
調
整
の
一
般
的
ル
ー
ル
を
策
定
し
た

ほ
か
、
各
方
面
へ
の
周
知
宣
伝
、
庁
舎

の
配
置
換
え
等
、
政
府
を
挙
げ
て
万
全

の
準
備
を
進
め
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
膨
大
な
作
業
の
結
果
、
平

成
十
三
年
一
月
六
日
に
新
た
な
中
央
省

庁
体
制
が
発
足
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

今
後
さ
ら
に
、
こ
の
四
月
に
発
足
を
控

え
た
独
立
行
政
法
人
の
設
立
準
備
な
ど

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

（
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
事
務
局
）

特集
中央省庁等改革
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改革のスケジュール�

○行政改革会議の発足（平成８年１１月）�

○行政改革会議最終報告（平成９年１２月）�

○中央省庁等改革基本法の成立（平成１０年６月）�
�

○中央省庁等改革の推進に関する方針の決定（平成１１年４月）

○中央省庁等改革関連１７法律の成立（平成１１年７月）�

○省庁改革施行関連６１法律の成立（平成１１年１２月）�

等�

新たな中央省庁体制の発足（２００１年１月６日）�
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